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地
方
掛
制
の
改
革
を
諦
ず

第
五
十
巻

O 

第

旗

国

噂

="、
言爾

地
方
税
制
の
改
革
を
諭
ず

汐 F

見

良15

第

地
方
税
制
改
革
の
特
質

中
央
地
方

ι通
宇
る
枕
制
の
根
本
的
改
革
に
闘
す
る
諸
法
案
は
只
今
第
七
十
五
帝
園
議
舎
に
於
て
審
議
中
で
あ
る
。
税
制
調
査
曾

は
税
制
改
革
白
目
標
と
し
て
、
(
一
)
中
央
地
方
を
通
じ
て
負
捨
の
均
衡
を
闘
る
と
と
、
(
二
)
経
桝
諸
政
策
と
の
調
和
主
悶
る
と
と
、

(
コ
一
)
収
入
の
増
加
を
岡
る
と
共
に
弾
力
性
あ
る
税
制
を
樹
有
す
る
と
と
、
(
四
)
税
制
の
簡
易
化
を
闘
る
己
と
を
定
め
た
が
、
第
二
の

経
済
諸
政
策
と
の
調
和
主
闘
る
と
と
は
主
と
し
て
闘
税
に
甥
は
れ
地
方
税
忙
は
顕
著
で
左
い
。
結
局
、
地
方
税
の
改
革
目
標
と
し
て

は
負
捨
白
均
衡
を
闘
る
E
と
、
収
入
の
増
加
を
闘
る
と
共
に
弾
力
性
あ
る
税
制
を
樹
立
す
る
と
と
、
税
制
の
簡
易
化
を
悶
る
こ
と
と

の
三
目
標
が
考
へ
ら
れ
る
白
で
あ
る
。

中
央
地
方
に
通
宇
る
改
革
の
言
葉
が
示
す
様
に
、
園
設
改
革
在
地
方
税
改
革
と
は
分
つ
事
の
出
来
ね
も
D
で
あ
る
。
叉
地
方
財
政

内
部
に
於
て
も
地
方
税
の
問
題
を
皐
濁
に
切
り
離
し
難
く
地
方
粧
費
の
整
却
を
併
せ
考
へ
ね
ば
紅
ら
ぬ
。
蕊
に
地
方
税
制
の
改
革
主



論
宇
る
に
営
つ
て
は
園
枕
改
革
に
も
地
方
経
費
の
整
理
に
も
言
及
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

関
税
の
改
革
は
単
位
が
函
家
財
政
と
云
ふ
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
此
の
意
味
に
於
て
簡
単
で
あ
る
。
然
る
に
地
方
税
の
改
革
に
つ
い

て
は
、
地
方
財
政
の
阜
位
と
し
て
四
十
七
の
道
府
麻
あ
り
、
約
百
五
十
の
市
あ
り
約
一
高
千
二
百
白
町
村
あ
り
、
従
っ
て
地
方
財
政

杢
悼
と
し
て
収
支
の
辻
設
が
合
ふ

ι止
ま
ら
中
更
に
車
位
た
る
箇
々
の
地
方
財
政
に
満
足
の
行
〈
様
に
せ
ね
ば
た
ら
血
。

E
れ
今
岡

の
地
方
税
制
改
革
に
於
て
地
組
、
家
屋
税
、
営
業
枕
の
=
一
牧
益
税
を
闘
税
と
す
べ
き
か
地
方
税
・
ど
す
べ
き
か
を
決
し
か
ね
、
叉
還
付

税
と
配
付
栓
と
の
組
み
合
は
せ
に
苦
心
し
た
る
所
以
で
あ
る
。
法
に
は
筒
々
の
摘
一
方
財
政
に
及
川
h

事
監
避
け
全
般
的
視
察
を
主
に
し

た
い
。

第

地
方
税
慢
系
の
改
組

地
方
税
改
革
に
閥
聯
あ
る
法
案
と
し
て
、
地
方
税
法
案
、
地
方
分
奥
税
法
案
、
府
腕
制
中
改
医
法
律
案
、
市
制
中
改
正
法
律
案
、

町
村
制
中
改
正
法
律
案
、
北
出
道
曾
法
中
改
正
法
律
案
、
北
海
道
地
方
賛
法
中
改
正
法
律
案
等
が
議
曾
に
提
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此

等
諸
法
案
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
「
地
方
税
法
案
」
と
つ
地
方
分
興
税
法
案
」
止
で
あ
っ
て
、
現
行
の
「
地
方
税
ニ
闘
ス
ル
法
律
」
と

「
地
方
税
制
限
-
一
闘
ス
ル
法
律
L
と
ち
を
駿
し
た
後
の
地
方
税
制
の
基
本
法
と
左
る
も
の
で
あ
る
。

改
花
後
の
地
方
税
制
度
と
現
行
の
地
方
税
制
度
と
を
比
較
や
る
矯
め
に
、
先
づ
道
府
間
柄
税
髄
系
を
表
示
す
る
と
、
弐
の
結
果

を
得
る
の
で
あ
る
。

地
方
税
制
の
改
革
を
論
f

第
五
十
巻

一
第
三
雄

五



地
方
積
制
内
改
革
を
請

f

立

第
五
十
番

第

披

穴

ま包
悶

謡
韓

一調園
積
附
~n 
税

替地
業組
枕附
附 JJQ
加積
積、
、家

錆屋
匡稔
挽附
附加
加枯
稔

立

積

一狩電段
狼 柱 刑
者積穂
積 、 、
、不舶

重喜動制
妓;ll;軸
稔 取、

ヰ早自
積動
、車

漁枯
業
権
枕

地
方
積
杭
入

、

一

地

租

割

、

家

屋

揖

割

、

替

業

租

割

「
都
市
計
輩
横
{

目
的
世
↑
-
府
豚
税
調
立
一
担
割

戸

北

極

(

地

租

割

、

段

別

割

)

改
正
道

府
原
稔

来J

分
奥
金
収
入

一配還
付付
枕輯

右
表
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
、
現
行
道
府
間
相
税
は
相
官
程
度
ま
で
改
組
せ
ら
れ
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
地
方
税
牧
入
の
外
に
分
輿

せ
ら
れ
る
事
と
な
る
。

金
牧
入
が
加
は
る
事
が
先
づ
注
目
す
べ
き
事
責
で
あ
る
。
究
に
地
方
税
牧
入
に
於
て
普
通
税
の
外
に
目
的
税
が
可
た
り
詳
細
に
規
定

道
府
鯨
税
に
於
付
る
し
」
同
様
の
分
類
を
市
町
村
税
に
つ
い
て
も
行
ム
事
が
出
来
る
。
即
ち
関
税
附
加
税
と
道
府
廊
税
附
加
税

と
相
州
立
税
の
所
ま
で
は
大
悼
同
じ
桜
友
組
織
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
目
的
税
が
加
は
り
分
典
金
収
入
が
加
は
っ
て
来
る
と
構
法
が
根
本

が
出
来
る
。

的
に
縫
っ
て
ぐ
る
の
で
あ
る
。
印
ち
現
行
市
町
村
税
と
改
正
市
町
村
税
と
を
髄
系
に
ま
と
め
雨
者
を
比
較
す
る
圭
突
の
表
を
得
る
事

岡
積
附
加
積

瞥地
業租
栂附
附方自
加融
粉、
、家

鏑屍
直積
税附
附加
知積
積



岡
本捨

附
力目
枕

/一一一一一ρ一一一一一一¥
眠世融問{管地
引鏡業得i業租
所匝輯輯i杭附
普枕附附l集加
業附加カ 1揖租
税加祇積j附
附稜 2 加
加 孟穂
積拡

割
な
き
時
K 

限
る

現
行
市

町
村
桂

加道
程府

牒
税

務 附

一一其戸!雑普京特
白蜜(穂業用別

世{輯積極地

他害~I 附附附租
カIカnカ日附
稜続税加

枇

凋

立

替
措
積

「
段
別
積
附
加
積
、
曲
帥
積
附
加
枇

道
府
間
帥
積
附
一
自
動
車
附
加
穂
、
電
柱
稔
附
加
枕

加
校
一
不
動
産
車
得
税
附
加
説
、
漁
業
種
税
附
加
稔

f
狩
醐
略
者
輯
附
加
枕
‘
義
妓
輯
附
加
枕

1勾

立

積

一其 倉 市
の庫町
他 殺 村

、民

扇枕
風、

槽舟
枕枕、、

屠 自
高特
積車
、積

犬、

積荷
草
枕

地
方
輯
牧
入

、
『
地
租
割
、
家
摩
積
割
、
替
業
稀
割
、
府
臨
検

「
都
市
計
書
税
-

一

戸

濁

立

枕

割

、

市

町

村

融

調

立

松

割

、

其

の

他

目
的
税
十
本
剥
地
役
磁
(
地
租
割
、
段
別
割
)

F

共
同
施
設
稔

分
興
企
牧
入
(
配
付
枇
)

(
大
都
市
配
付
税
、
都
市
配
付
税
、
町
村
配
付
輯
)

現
行
地
方
税
と
改
正
地
方
税
と
白
雨
制
度
を
比
較
す
る
。
第
一
は
目
的
税
で
あ
っ
て
現
行
制
度
に
於
て
も
都
市
計
章
特
別
税

が
共
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
改
正
制
度
で
は
普
通
税
に
針
立
し
て
目
的
税
を
認
め
目
的
役
を
今
日
よ
り
も
一
一
居
整
備

損
充
せ
ん
と
し
て
ゐ
る

D

第
二
は
分
奥
税
制
度
の
創
設
で
あ
る
。
勿
論
、
現
行
制
度
の
下
に
於
て
も
臨
時
制
方
財
政
補
給
金
と
云
ふ

財
政
補
給
金
が
存
し
て
ゐ
る
が
、
何
分
に
も
臨
時
的
の
も
の
で
あ
つ
で
恒
久
財
源
を
有
し
て
ゐ
左
い
。
落
に
地
方
分
輿
税
分
奥
金
と

云
ム
確
定
財
源
を
有
す
る
恒
久
制
度
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
位
収
益
税
を
地
方
財
源
と
し
た
事
で
あ
る
。
現
行
の
道
府
聯
税

た
る
家
屋
税

E
闘
視
に
移
管
し
形
式
上
は
地
租
、
家
屋
税
、
替
業
税
の
一
三
牧
袋
税

E
図
税
と
す
る
が
、
還
付
税
制
度
と
図
枕
附
加
税

地
方
種
制
の
政
草

E
晴
ず

制
度
と
を
採
用
す
る
事
に
よ
っ
て
資
質
上
は
三
牧
続
税
を
地
方
財
源
に
あ
て
る
事
と
し
た
。
第
四
に
所
得
税
に
開
ず
る
附
加
税
が
無

E 

七

第
五
十
巻

= 

第
三
腕



地
方
積
制
の
改
草
を
論

f

第
五
十
番

= 

凹

策

現

"、

〈
た
っ
た
事
T
あ
る
。
第
五
に
市
町
村
狽
立
枕
と
し
て
戸
数
割
の
代
り
に
市
町
村
氏
税
が
採
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
地
方
分
奥
税
分
輿
金
制
度
と
闘
税
附
加
税
と
樹
立
桃
と
目
的
枕
と
義
務
毅
育
費
園
庫
負
捨
金
と
を
中
心
に
地
方
税
制
改
革

案
を
一
瞥
し
問
題
の
所
在
宇
一
明
か
に
し
た
い
。

第

地
方
分
奥
税
分
奥
金
制
度

地
方
分
奥
税
分
興
金
制
度
は
園
家
財
政
と
地
方
財
政
と
を
結
ぶ
模
と
し
て
今
岡
の
税
制
改
革
案
の
中
で
粛
嬰
左
る
地
位
を
占

め
て
ゐ
る
。
勿
論
、
現
行
の
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
規
則
は
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
と
し
て
道
府
服
に
針
し
四
千
五
百
高
岡
を
市
町

村
忙
封
し
一
億
三
百
寓
闘
を
交
付
し
以
で
過
重
な
る
地
方
税
負
婚
の
緩
和
を
は
か
つ
て
ゐ
る
。
改
革
案
は
か
L
る
臆
念
的
措
置
に
涌

足
せ
や
地
方
分
興
税
分
奥
金
特
別
合
討
を
新
設
し
地
方
分
輿
枕
法
に
よ
っ
て
図
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
調
整
を
は
か
ら
ん
と
し
て

ゐ
る
。地

方
分
県
松
は
還
付
税
と
配
付
税
と
の
二
種
類
に
分
れ
還
付
税
は
道
府
廊
に
配
付
税
は
道
府
燃
と
市
町
村
と
に
分
興
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
還
付
税
の
財
源
は
地
租
、
家
屋
税
及
品
百
業
税
の
徴
牧
杢
額
で
あ
っ
て
徴
牧
地
た
る
道
府
牒
に
分
興
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
還

付
税
は
判
租
附
加
税
、
家
屋
税
附
加
税
及
町
営
業
税
附
加
税
と
闘
聯
し
て
考
ム
ペ
く
、
認
に
は
専
ら
配
付
税
に
つ
育
研
究
を
進
め
る
。

配
付
税
の
財
源
は
所
得
税

法
人
税
、

入
場
校
、

遊
興
飲
食
枕

ω
一
部
で
あ
る
。

却
ち
一
般
合
計
よ
り
八
万
輿
税
分
真
金

特
別
合
計
へ
一
定
金
額
を
繰
り
入
れ
、
地
方
分
県
税
分
興
金
特
別
曾
計
よ
り
道
府
脇
市
町
村
へ
配
付
税
分
輿
金
を
分
興
す
る
謬
で
あ

る
。
毎
年
度
分
と
し
て
分
奥
ナ
ベ
き
配
付
税
の
額
は
前
々
年
度
に
於
て
徴
収
し
た
る
所
得
税
及
法
人
税
の
百
分
の
十
六
・
五
五
拡
に



入
場
税
及
遊
興
飲
食
税
の
百
分
の
五
十
で
あ
る
。
勿
論
、
特
別
の
揚
A
口
に
は
こ
の
金
額
主
増
減
す
る
事
が
あ
る
。
か
く
し
て
算
定
せ

ら
れ
た
配
付
税
総
額
の
中
で
百
分
白
六
十
二
を
道
府
耐
綿
花
配
付
し
、
百
分
の
三
十
八
斡
市
町
村
に
配
付
す
る
の
で
あ
る
。
道
府
間
柿
配

付
税
と
市
町
村
配
付
税
と
に
分
っ
て
説
明
を
加
へ
る
。

道
府
腕
配
付
税
は
折
半
せ
ら
れ
第
一
種
配
付
額
と
第
二
種
配
付
額
と
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
種
配
付
額
は
道
府
燃
の
課

枕
力
に
逆
比
例
し
て
分
興
せ
ら
れ
、
第
二
種
配
付
額
は
道
府
照
の
財
政
需
要
に
疋
比
例
し
て
八
刀
興
せ
ら
れ
る
白
で
あ
る
ロ

第
一
種
配
付
額
を
道
府
懸
の
課
税
力
に
逆
比
例
じ
て
分
興
す
る
方
法
は
可
な
り
複
雑
し
で
ゐ
る
。
即
ち
車
位
稔
領
(
常
設
道
府
牒
白

地
租
、
世
帯
屍
積
及
替
業
種
額
四
二
倍
よ
nJ
災
害
土
木
費
負
債
額

ω
十
五
分
白
一
を
控
除
し
た
る
額
を
情
設
道
府
副
酬
の
人
口
を
は
て
陪
し
た
る
額
)
が
道
府

間
服
楳
準
車
位
税
額
(
全
道
府
牒
白
地
租
、
家
屋
揖
及
管
業
稀
稲
田
一
一
倍
k
道
府
間
肺
配
付
税
総
額
白
合
算
額
よ
り
金
箔
府
牒
の
災
害
土
木
費
負
債
額
白
十

五
八
百
四
一
を
控
除
し
た
る
額
を
全
選
府
鯨
白
人
口
を
以
て
陪
し
た
る
翻
)
に
不
足
す
る
道
府
燃
に
剥
し
て
共
の
不
足
額
に
営
該
道
府
牒
白
人
口

を
乗
じ
た
る
額
陀
按
分
し
て
之
を
分
興
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
種
配
付
額
を
分
県
す
る
標
準
と
し
て
道
府
服
の
財
政
需
要
に
正
比
例
す
る
事
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が

d

現
貧
問
題
と
し
て
は

首
該
道
府
臓
の
割
増
人
口
に
按
分
し
て
分
興
す
る
の
で
あ
る
。
割
増
人
口
と
は
本
来
の
人
口
に
、

一
二
二
十
寓
と
二
、
営
該
道
附
腕

白
骨
骨
常
小
事
校
児
宣
教
白
人
口
に
到
す
る
比
率
が
共
の
全
道
府
廓
平
均
李
主
超
摘
す
る
道
府
間
脚
忙
付
て
は
共
の
超
過
率
を
首
該
道
府

腕
白
人
目
に
乗
じ
た
る
教
の
四
倍
と
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
向
単
位
税
額
が
道
府
腐
標
準
車
位
税
額
の
一
倍
宇
を
超
過
す
る
道

府
腕
は
第
二
種
蹴
付
額
白
分
県
を
受
け
な
い
と
云
ム
制
限
が
あ
る
。

以
上
を
要
約
し
て
突
白
結
論
を
得
る
の
で
あ
る
。

地
方
税
制
円
改
革
を
諦
ず

第
五
十
巻

= 

王

信
三
擁

= 
ブb
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方
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第

競

四
O 

( 

) 

車
位
税
額
が
道
府
牒
標
準
皐
位
税
額
に
不
足
す
呂
道
府
牒
第
一
種
配
付
額
九
」
第
二
種
配
付
額
と
の
八
万
興
を
受
〈
。

( 

ー) 

単
位
税
額
が
道
府
腕
標
準
車
位
税
瀬
以
上
白
道
府
間
柄

(
イ
)

皐
位
税
額
が
道
府
廊
槙
準
車
位
税
額
の
一
倍
牢
以
下
の
道
府
廓
・
第
三
種
配
付
額
の
み
受
〈
。

(

ロ

)

単
位
税
額
が
道
府
服
棋
準
単
位
税
額
の
一
俗
学
を
超
過
す
る
道
府
脇

配
付
税
の
分
興
た

L
。

固

市
町
村
配
付
税
は
大
都
市
配
付
税
(
人
口
七
十
寓
以
上
空
叩
)
、
都
市
配
付
税
(
人
口
七
十
高
未
満
三
叩
)
及
町
村
配
付
税
に
分
れ
、
抽
附

額
白
半
分
は
犬
都
市
、
都
市
又
は
町
村
の
平
均
単
位
税
額
(
大
都
市
、
都
市
叉
は
町
村
町
地
租
、
事
犀
珊
及
替
業
輯
翻
の
二
倍
を
夫
々
の
総
人
口

を
且
て
酷
し
た
る
額
)
を
市
町
村
標
準
車
位
税
額
(
全
市
町
村
白
地
租
、
事
屋
揖
及
替
業
面
額
四
二
倍
及
市
町
村
配
付
税
軸
価
額
四
合
算
額
を
全
市
町
村

白
人
日
を
は
て
除
し
た
る
額
)
よ
り
控
除
し
た
る
残
額
に
各
組
人
口
を
乗
じ
た
る
額
に
按
分
し
た
る
額
と
し
、
線
額
白
半
分
は
大
都
市
、

都
市
叉
は
町
村
の
各
繍
人
口
に
按
分
し
た
る
額
と
す
る
。
邸
ち
前
半
分
の
額
に
は
課
税
力
に
逆
比
例
す
る
思
想
を
盛
り
、
後
牢
八
?
に

於
て
は
財
政
需
要
に

E
比
例
す
る
思
想
が
盛
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
後
半
分
の
額
は
、
大
都
市
、
都
市
又
は
町
村
に
洩
れ
た
〈
分
奥

せ
ら
れ
る
が
、
前
半
分
白
額
は
或
は
町
村
の
み
に
分
奥
せ
ら
れ
る
結
果
と
在
る
か
も
知
れ
左
い
。
か
〈
し
で
大
都
市
配
付
税
、
都
市

配
付
税
及
町
村
配
付
税
白
納
額
が
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
突
に
各
大
都
市
、
都
市
、
町
村
に
如
何
陀
分
興
す
る
か
の
問
題
が

起
る
。大

都
市
配
付
税
は
半
分
を
第
一
一
種
配
付
額
と
し
て
大
都
市
の
課
税
力
に
逆
比
例
し
て
分
興
し
、
第
二
種
配
付
額
は
犬
都
市
の
財
政

需
要
に
正
比
例
し
て
之
を
分
奥
す
る
事
と
し
た
。
皐
位
税
額
(
常
設
市
町
地
題
、
家
屋
枕
及
替
業
積
額
を
常
該
市
白
人
口
を
以
て
除
し
た
る
額
)

が
大
都
市
標
準
車
位
税
制
(
金
大
都
市
白
地
租
、
家
屋
積
丑
昏
業
輯
翻
及
大
都
市
配
付
税
総
額
の
合
算
額
を
金
大
都
市
白
人
口
を
以
て
酷
し
た
る
額
)



以
上
に
上
る
時
は
第
一
程
配
付
額
の
分
興
を
受
け
守
、
更
に
一
倍
宇
を
超
過
す
る
時
は
全
然
大
都
市
配
付
税
の
分
典
主
受
け
左
い
の

で
あ
る
。
大
憾
に
於
て
道
府
間
柄
配
付
税
白
揚
合
よ
り
類
推
出
来
る
の
で
あ
る
。

都
市
配
付
税
は
百
分
の
四
十
七
d

五
を
第
一
種
配
付
額
と
し
て
都
市
の
課
税
力
に
逆
比
例
し
て
分
奥
し
、
百
分
の
四
十
七
・
五
を
第

二
種
配
付
額
と
し
て
都
市

D
M政
需
要
に
正
比
例
し
て
分
奥
し
、
百
分
の
五
を
第
三
種
配
付
額
九
」
し
て
特
別
の
事
情
あ
る
都
市
民
封

し
共
の
事
情
を
掛
酌
し
て
之
E
分
興
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
種
配
付
額
を
除
け
ば
、
都
市
配
付
税
の
理
論
は
大
都
市
配
付
税
よ
り
類

推
す
る
事
が
出
来
る
。

町
村
配
付
税
は
都
市
配
付
税
と
同
様
の
割
合
で
第
一
種
配
付
額
と
第
二
種
配
付
額
と
第
三
種
配
付
額
と
に
分
割
せ
ら
れ
た
る
の
で

あ
る
。
車
位
税
額
(
営
該
町
村
の
地
租
、
家
居
稔
及
替
業
税
の
二
倍
を
常
骸
町
村
白
人
口
を
臥
て
酷
し
き
@
額
)
が
町
村
標
準
車
位
税
額
(
金
町
村
白

地
租
、
家
屋
枕
且
替
業
税
額
の
二
倍
及
町
村
配
付
租
総
額
四
合
算
額
を
金
町
村
の
人
口
を
以
て
除
し
た
る
額
)
以
上
の
時
は
第
一
穂
配
付
額
の
分
奥

な
く
、
を
の
二
倍
を
超
過
す
る
場
合
に
は
第
一
一
種
配
付
額
の
分
興
も
友
い
の
で
あ
る
.

立
案
者
の
苦
心
の
跡
は
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
相
常
に
複
雑
し
た
立
法
で
あ
る
事
は
否
み
得
な
い
。
加
ふ
る
に
道
府
豚
配
付

税
と
市
町
村
配
付
税
と
の
比
率
、
大
都
市
配
付
税
と
都
市
町
付
税
と
町
村
配
付
税
と
の
北
率
を
何
故
そ
う
云
ム
風
に
定
め
た
か
、
又

課
税
力
に
逆
比
例
す
る
標
準
と
財
政
需
要
に
正
比
例
す
る
標
準
と
を
何
故
に
前
述
の
方
法
に
求
め
た
が
、
更
に
配
付
税
白
分
奥
主
全

〈
受
け
た
い
道
府
鯨
市
町
村
の
存
在
す
る
事
は
従
来
白
地
方
自
治
の
観
念
よ
り
如
何
に
説
明
す
る
か
等
に
つ
き
多
く
白
疑
問
が
生
ヂ

る
の
で
あ
る
。
然
し
此
等
の
諸
賄
は
抽
象
的
よ
り
も
寧
ろ
具
髄
的
に
検
討
ナ
ベ
く
、
資
料
に
総
選
者
筆
者
と
し
て
は
是
非
の
判
断
E

下
し
難
い
の
で
あ
る
。
複
難
左
る
情
勢
に
廃
す
る
に
は
複
雑
た
る
立
法
が
必
要
で
あ
ら
う
が
、
も
う
少
し
直
裁
簡
明
な
標
準
が
な
か

地
方
積
制
の
改
草
E
諭
ず

第
五
十
巻

七

骨
三
強

四
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っ
た
も
の
か
と
望
窃
の
感
を
抱
〈
の
で
あ
る
。

第
四

関
税
附
加
税
と
還
付
税

道
府
間
柿
と
市
町
村
と
は
岡
税
附
加
税
と
し
て
地
租
附
加
税
、
家
屋
我
附
加
税
、
替
業
税
附
加
税
及
縮
問
枕
附
加
税
と
を
課
す

る
事
が
出
来
る
。

鏑
匝
税
開
加
税
の
賦
課
李
は
府
四
桝
税
も
市
町
村
税
も
本
税
の
百
分
の
十
を
超
ゆ
る
を
得
な
い
事
と
在
っ
て
ゐ
る
。
同
校
附
加
枕
と

し
て
は
準
ろ
他
の
三
園
税
に
謝
す
る
附
加
税
が
軍
要
で
あ
る
か
ら
鎖
匝
税
附
加
税
の
議
論
は
略
す
る
事
と
す
る
。

府
膝
枕
叉
は
市
町
村
税
と
し
て
の
地
租
附
加
税
、
家
屋
税
附
加
税
及
管
業
税
附
加
枕
の
賦
課
卒
は
同
一
府
間
柄
又
は
同
一
市
町
村
に

於
て
は
同
一
と
す
る
白
を
原
則
と
し
、
負
捨
の
均
衡
上
特
に
必
要
あ
る
と
き
は
不
均
一
課
税
を
許
す
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
向
、
岡
税

地
租
は
賃
貸
慣
格
二
百
園
米
満
の
自
作
農
地
に
は
完
投
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
道
府
腕
市
町
村
は
賃
貸
債
格
二
百
周
未
満
の
自
作
農
地

に
付
て
も
地
租
あ
る
も
の
と
看
倣
し
て
地
租
附
加
税
宇
一
賦
課
す
る
の
で
あ
る
。

府
間
肺
枕
と
し
て
の
地
租
附
加
説
、
家
屋
税
附
加
税
及
管
業
税
附
加
枕
の
賦
課
率
は
原
則
と
し
て
本
税
の
百
分
の
百
以
内
と
友

つ
℃
ゐ
る
。
百
八
7

白
百
を
超
え
て
賦
課
す
る
と
き
は
内
務
犬
臣
及
大
蔵
大
臣
の
許
可
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

但
し
一
、
災
害
膝
急
資
、
災
害
復
信
費
、
侍
染
病
暗
闇
防
費
及
岡
皆
事
業
費
負
捨
金
忙
充
つ
る
嬬
借
入
れ
た
る
負
債
の
元
利
償
還
の

潟
費
用
を
要
す
る
と
昔
、
二
、
災
害
臆
念
文
は
質
油
闘
の
錦
費
用
を
要
す
る
と
き
二
二
、
伺
染
病
暗
闇
防
の
潟
費
用
を
要
す
る
と
き
は
本

殺
の
百
分
の
百
二
十
以
内
ま
で
賦
課
す
る
事
が
出
来
る
。
百
分
の
百
て
十
を
超
ゆ
る
時
は
内
務
犬
臣
友
大
蔵
大
臣
の
許
可
を
受
け
ね



ば
友
ら
由
。市

町
村
税
と
し
て
の
地
租
税
阿
加
税
、
家
屋
税
附
加
枕
及
営
業
税
附
加
税
め
賦
課
率
は
原
則
と
し
て
本
税
の
百
分
の
二
百
以

内
と
た
っ
て
ゐ
る
。
百
分
の
二
百
を
超
ゆ
る
と
曹
は
府
牒
知
事
の
許
可
を
受
け
ね
ば
た
ら
血
。

但
し
一
、
小
墜
校
皆
給
費
、
災
害
賠
急
費
、
災
害
後
一
告
費
、
侍
染
病
故
防
費
及
園
偉
事
業
費
負
捨
金
に
充
つ
る
錦
借
入
れ
た
る
負

債
の
元
利
償
還
の
溺
費
用
を
裂
す
る
と
昔
、
二
、
災
害
廃
急
又
は
復
醤
の
矯
費
用
主
要
す
る
と
昔
、
三
、
侍
染
病
暗
闇
防
の
儀
費
用
を

要
す
る
と
き
は
、
本
税
の
百
分
の
三
百
四
十
以
内
ま
で
賦
課
す
る
事
が
出
来
る
。
百
分
の
二
百
四
十
を
超
ゆ
る
時
は
府
腕
知
事
の
許

可
を
得
ね
ば
な
ら
ね
。

回

か
く
の
如
く
道
府
勝
税
に
於
て
も
市
町
村
税
に
於
て
も
岡
税
附
加
税
の
軍
要
注
る
も
の
は
地
租
附
加
税
と
家
庭
税
附
加
税
と

営
業
税
附
加
税
と
で
あ
る
。
加
ム
る
に
本
税
た
る
地
租
、
家
屋
税
及
替
業
税
は
還
付
税
と
し
て
徴
牧
地
道
府
腕
に
分
興
せ
ら
れ
る
事

と
な
っ
て
ゐ
る
。
故
に
納
税
者
白
立
揚
よ
り
見
て
も
闘
係
地
方
圏
惜
の
立
場
よ
り
見
て
も
雨
者
を
併
せ
考
へ
ね
ば
た
ら
ね
。

毎
年
度
分
と
し
て
分
興
せ
ら
れ
る
還
付
税
は
常
該
年
度
忙
於
て
徴
収
す
べ
き
地
租
、
家
屋
枕
及
日
営
業
殺
で
あ
っ
て
、
徴
収
せ
ら
れ

た
匝
域
の
各
道
府
牒
に
分
興
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
地
租
及
凸
課
長
税
は
純
然
た
る
物
税
で
あ
る
か
ら
匝
域
を
定
め
る
の
は
簡
草
で
あ

る
が
、
管
業
税
は
人
税
の
色
彩
が
濃
い
か
ら
骨
叫
「
道
府
鯨
に
於
て
管
業
所
主
設
け
営
業
宇
一
時
坤
ナ
者
に
課
す
る
皆
業
税
に
つ
い
て
は
税
務

署
が
区
域
の
所
属
を
適
首
に
定
め
る
必
要
が
起
る
。
道
府
廓
税
と
し
て
の
品
商
業
税
附
加
枕
は
此
の
決
定
に
基
き
賦
課
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
c

次
に
市
町
村
税
と
し
て
白
替
業
税
附
加
税
を
賦
一
課
す
る
に
首
り
、
同
一
府
豚
内
又
は
数
府
厩
内
の
敷
市
町
村
に
於
て
替
業
所

を
設
け
て
替
業
主
鋳
ナ
揚
合
に
は
、
闘
係
府
勝
知
事
の
定
む
る
所
に
よ
る
の
で
あ
る
。
二
玩
盆
枕
の
本
税
を
地
方
税
と
せ
A
Y
圏
税
と

地
方
税
制
白
改
革
を
論
ず

第
五
十
巻
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帝

抽

四・
回

し
た
一
つ
の
理
由
は
替
業
税
の
同
域
を
匝
分
す
る
の
必
要
か
ら
来
て
ゐ
る
。

本
税
た
る
地
租
の
税
率
は
土
地
賃
貸
債
格
の
百
分
白
二
、

家
屋
税
の
税
率
は
家
屋
賃
貸
債
格
の
百
分
の
了
七
五
、
替
業
税
の
税

率
は
替
業
純
益
の
百
分
の
了
五
と
た
っ
て
ゐ
る
。
故
に
道
府
厩
と
市
町
村
と
の
分
け
前
は
弐
の
如
く
で
あ
る
。

業犀

融麗 租

ト一一←一寸一ーァー寸一一l
還
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遵

三日:
府

計

普

趣

替家地
普
通
の
揚
合
の
税
率
は
、
地
租
は
土
地
賃
貸
使
格
の
百
分
の
八
、
家
屋
税
は
家
屋
賃
貸
債
格
の
百
分
の
七
、
州
官
業
税
は
叫
営
業
純
盆

の
百
八
万
四
六
で
あ
っ
て
、
道
府
牒
士
市
町
村
と
が
三
牧
谷
税
を
折
半
す
る
事
と
危
る
。
勿
論
、
内
務
犬
臣
及
大
賊
大
臣
又
は
府
間
柿
知

事
の
許
可
が
あ
れ
ば
課
率
を
E
れ
以
上
に
高
め
る
事
が
出
来
る
。

但
書
白
揚
合
に
於
け
る
税
率
は
、
地
租
百
分
の
九
・
二
、

家
屋
税
百
分
の
八
・

O
五、

管
業
税
百
分
の
六
・
九
に
上
る
の
で
あ
る
。

己
れ
以
上
に
課
率
を
高
め
る
に
は
内
務
大
臣
友
犬
蔵
大
臣
又
は
府
鯨
知
事
の
許
可
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
図
税
附
加
挽
は
還
付
枕
と
併
せ
考
へ
て
始
め
て
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
且
つ
前
惑
の
課
翠
は
最
高
限
で
た
く
制
限

外
課
税
が
許
さ
れ
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
ロ
此
事
は
拘
方
財
政
の
弾
力
軌
を
増
す
上
に
於
て
必
要
で
事
る
が
、
租
税
負
捨
白
地
方
的
均



衡
を
は
か
る
と
云
ム
建
前
か
ら
見
る
と
再
考
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
五

道
府
螺
枕
担
問
立
枕
と
古
町
村
枕
濁
立
税

濁
立
積
と
し
て
課
す
る
事
が
出
来
る
道
府
賑
稔
は
段
別
税
、
結
舶
税
、
自
動
車
税
、
電
柱
税
、
不
動
産
取
得
税
、
漁
業
構
税
、

狩
識
者
税
、
審
妓
税
に
限
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

濁
立
枕
と
し
て
課
す
る
市
町
村
税
は
市
町
村
氏
税
、
舟
税
、
自
縛
車
税
、
荷
車
税
、
金
庫
枕
、
扇
風
機
税
、
屠
畜
税
、
犬
稔
と
一

膝
定
ま
っ
て
ゐ
る
。
然
し
と
れ
に
は
二
つ
の
例
外
が
あ
る
。
第
一
は
府
燃
が
段
別
税
、
船
舶
税
、
自
動
車
税
、
電
柱
税
、
不
動
産
取

得
税
、
漁
業
構
税
、
狩
強
者
税
、
北
韓
妓
枕
の
い
づ
れ
か
を
課
せ
左
い
時
に
は
、
市
町
村
は
之
を
市
町
村
税
調
立
税
と
し
て
課
す
る
事

が
出
来
る
貼
で
あ
る
。
第
二
に
内
務
大
臣
及
大
殿
大
臣
白
許
可
を
得
れ
ば
市
町
村
は
前
謹
白
調
立
税
の
外
に
別
に
税
目
を
起
じ
調
立

殺
を
課
す
る
事
が
出
来
る
白
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
道
府
牒
税
調
立
我
が
制
限
的
で
あ
る
に
反
し
市
町
村
税
調
立
税
は
相
官
庚
い
範
囲
に
及
ぷ
の
で
あ
る
。

此
等
樹
立
税
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
市
町
村
税
調
立
税
の
中
の
市
町
村
民
税
で
あ
る
。
現
行
の
粗
削
立
税
は
戸
数
割
を
申

心
と
し
て
ゐ
る
が
、
改
正
案
は
戸
数
割
を
時
間
し
其
の
代
り
に
市
町
村
民
税
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
戸
数
割
が
昭
和
十
四
年
強

算
で
約
一
億
七
千
六
百
寓
圏
の
牧
入
密
資
ず
の
に
反
し
市
町
村
民
税
は
僅
か
五
千
高
岡
程
度
の
収
入
で
あ
る
か
ら
量
的
に
は
比
較
山

来
な
い
程
度
。
も
の
で
あ
る
が
、
地
方
分
任
の
精
神
主
漏
養
す
る
意
味
に
於
て
は
雨
者
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
は
個
人
と
法
人
と
で
あ
る
。
市
町
村
内
に
濁
立
白
生
計

E
営
む
個
人
は
も
と
よ
り
市
町
村
内
に
事
務

地
方
紙
制
の
改
革
を
諭
ず

第
五
ム
ト
巻

= 

事

競

四
五



地
方
祇
制
白
改
革
を
諭
ず

第
五
十
巻

第
三
掛

四
六

所
管
業
所
又
は
家
屋
敷
を
有
す
る
個
人
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
法
人
は
市
町
村
内
に
事
務
所
又
は
偉
業
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
の

で
あ
る
。

か
く
の
如
く
納
税
義
務
者
の
範
固
は
車
に
市
町
村
内
に
狗
立
の
生
計
を
僻
む
個
人
に
止
ま
ら
宇
不
在
地
主
と
法
人
と
に
繍
張
ぜ
白

れ
た
が
、
納
税
額
に
つ
い
て
は
制
限
を
設
け
舎
費
程
度
の
負
捨
に
止
め
る
と
云
ム
建
前

E
と
っ
て
ゐ
る
。
邸
ち
納
税
義
務
者
一
人
か

ら
見
る
と
市
町
村
氏
税
の
最
高
賦
課
師
酬
を
千
固
と
定
め
て
ゐ
る
。
又
賦
謀
校
総
額
に
つ
い
て
も
制
限
を
設
け
大
都
市
民
於
て
は
八
闘
.

都
市
に
於
て
は
六
回
、
町
村
に
於
て
は
四
国
と
云
ム
金
額
に
納
税
義
務
者
の
教
を
乗
じ
た
額
を
超
ゆ
る
こ
と
が
出
来
な
い
様
に
し
て

ゐ
る
。立

案
者
の
理
想
は
樹
め
て
明
白
で
あ
る
。
然
し
地
方
財
政
が
苦
し
ぐ
左
っ
て
〈
る
と
市
町
村
民
税
を
舎
費
程
度
に
止
め
る
と
云
ふ

事
は
頗
る
困
難
で
あ
っ
て
或
は
市
町
村
民
税
が
戸
数
割
と
同
様
の

E
刻
に
遣
す
る
事
忙
な
り
は
し
な
い
か
と
虞
れ
る
の
で
あ
る
。
又

六
え
都
市
の
如
く
人
口
白
異
動
の
甚
だ
し
い
市
町
村
に
於
て
は
現
行
制
度
で
も
戸
数
割
を
断
念
し
家
屋
税
の
制
限
課
李
の
引
上
と
所

得
税
附
加
枕
と
に
よ
っ
て
之
に
代
へ
て
ゐ
る
。
此
等
の
市
町
村
に
於
て
果
し
て
市
町
村
民
穂
が
園
滑
に
徴
収
し
得
る
や
疑
問
の
存
す

る
所
で
あ
る
。

第
ノ、

目
的
税
と
受
盆
者
分
携
金

• 

我
園
白
地
方
税
制
の
殆
ん
ど
全
部
は
普
通
税
を
も
っ
て
左
り
、
問
的
税
と
し
で
は
僅
か
忙
都
市
計
章
特
別
税
の
如
き
も
の
を

認
め
て
ゐ
る
比
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
岡
の
税
制
改
革
案
は
目
的
税
を
啓
備
備
充
L
普
通
税
と
針
等
の
地
位
を
輿
へ
ん
と
し



て
ゐ
る
。

道
府
燃
の
目
的
税
は
都
市
計
聾
税
と
水
利
税
と
に
分
れ
る
。
都
市
計
養
税
は
都
市
計
蔓
法
の
施
行

ι要
す
る
費
用
に
充
て
る
の
で

あ
っ
て
、
地
租
割
(
地
租
の
百
卦
白
一
一
十
五
以
内
三
家
屋
税
制
(
家
屋
粧
の
百
分
間
二
十
五
以
内
)
、
替
業
税
制
(
管
業
抵
の
百
分
の
二
十
五
以
内
)
、

府
腕
税
樹
立
税
制
(
府
豚
種
調
止
枕
白
百
分
の
十
三
以
内
)
よ
り
た
っ
て
ゐ
る
。
水
利
税
は
水
利
に
闘
す
る
事
業
に
要
ナ
る
費
用
に
充
つ
る

四
肺
該
事
業
に
凶
り
特
に
利
盆
を
受
く
る
土
地
に
勤
し
受
錠
の
限
度
に
於
て
課
税
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
地
和
割
と
段
別
割
と
よ
り
た

る。
市
町
村
の
目
的
税
は
都
市
計
聾
税
と
水
利
地
役
税
と
共
同
施
設
枕
と
よ
り
た
る
。

市
町
村
稔
と
し
て
の
都
市
計
書
税
は
地
租
割

(
地
租
白
百
分
の
六
十
八
以
内
ν
、
家
屋
税
割
(
家
屋
殺
の
百
分
の
六
十
八
以
内
)
.
替
業
税
割
(
管
業
種
目
百
分
の
六
十
凡
以
内
)
、
府
腕
税
調
立
税

制
(
府
牒
積
濁
立
松
町
百
分
の
三
十
四
以
内
)
、
市
町
村
枕
獅
立
税
割
(
市
町
村
税
調
主
税
の
百
分
の
三
十
回
以
内
、
但
L
市
町
村
民
樟
に
封
し
で
は
課

ず
る
を
得
な
い
)
官
り
な
る
が
、
内
務
大
臣
及
大
殖
大
臣
白
許
可
を
受
け
る
と
別
に
税
目
を
起
す
事
が
出
来
る
。
水
利
地
役
枕
は
水
利

に
関
す
る
事
業
共
の
他
土
地
の
利
益
と
鋳
る
べ
き
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
つ
る
矯
め
該
事
業
に
囚
り
特
に
利
待
を
受
く
る
土
地
に

艶
し
受
益
の
限
度
に
於
て
地
租
制
段
別
割
を
課
す
る
事
が
出
来
る
。
共
同
施
設
税
は
共
同
作
業
揚
、
共
同
倉
庫
、
共
同
集
荷
共
他
之

に
類
す
る
施
設
に
要
す
る
費
用
に
充
つ
る
銭
め
設
施
設
に
よ
り
特
に
利
益
を
受
〈
る
者
に
封
し
受
盆
の
限
度
に
於
て
課
税
す
る
も
の

で
あ
る
。

か
く
し
て
目
的
税
は
附
照
枕
と
し
て
も
市
町
村
税
、
と
し
T
一
も
鰹
系
的
に
整
備
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

受
経
者
分
播
金
に
つ
い

τは
道
路
法
第
三
十
九
保
及
都
市
計
聾
法
第
六
僚
第
一
一
項
に
根
減
法
規
あ
り
、
都
市
計
霊
法
施
行
令

地
方
積
制
白
改
革
を
諭
ず

第
五
ト
巻

都

競

回目

七



地
方
枇
制
の
改
革
を
論

f

持
軍
十
巻

四

揮
= 
焼

四

"、

第
九
僚
に
は
更
に
詳
細
た
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
時
麻
制
、
市
制
及
町
村
制
に
は
明
瞭
な
る
規
定
を
欠
い
で
ゐ
た
の
で

あ
る
。改

革
築
は
府
間
制
制
第
百
十
一
僚
に
「
府
鯨
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
-
一
依
リ
水
利
-
一
閥
ス
ル
事
業
共
ノ
他
土
地
ノ
利
益
ト
鋳
ル
ベ
キ
事

件
エ
依
リ
特
ニ
利
益
ヲ
受
ク
ル
者
ヨ
リ
分
捨
金
ヲ
徴
牧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
L

と
定
め
、
そ
れ
に
関
連
し
て
若
干
の
保
文
主
改
正
せ
ん
と

し
て
ゐ
る
。
更
に
市
制
第
二
十
三
僚
は
「
分
捨
金
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
一
一
依
リ
数
人
若
ハ
市
ノ
一
部
ヲ
利
ス
ル
財
産
若
ハ
管
遺
物
又

ハ
致
入
若
ハ
市
ノ
一
部
ヱ
封
シ
利
続
ア
ル
事
件
-
一
閥
シ
特
-
一
利
益
ヲ
受
タ
ル
者
ヨ
リ
之
ヲ
徴
収
ス
L

D
規
定
を
設
け
町
村
制
第
百
二

僚
も
同
様
に
改
正
し
、
市
制
、
町
村
制
中
の
闘
係
僚
支
を
改
め
ん
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
り
受
集
者
分
権
金
は
道
府
脇
市
町
村
白

制
度
D
中
に
明
瞭
に
認
め
ら
れ
た
謂
で
あ
る
。

目
的
枕
及
受
謀
者
分
捨
金
の
整
備
指
定
は
道
府
脇
市
町
村
の
積
極
的
活
動
の
基
礎
を
在
す
賄
に
於
て
喜
ぶ
ペ
昔
改
E
で
あ

る
。
但
し
誌
に
注
意
す
べ
守
は
租
税
負
婚
の
地
方
的
均
衡
が
地
方
税
制
改
革
の
重
大
目
標
を
た
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
改
草
案
に
よ

る
と
園
枕
附
加
税
に
制
限
外
課
税
を
認
め
更
に
目
的
税
と
受
待
者
分
捨
金
と
が
加
は
る
事
と
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
運
用
宜
し
き
を

得
な
い
と
租
枕
負
婚
の
地
方
的
均
衡
の
理
想
が
裏
切
ら
れ
る
虞
が
あ
る
。

第
七

義
務
教
育
費
園
庫
負
携
金
と
警
察
費
連
帯
支
枇
貯
金

以
上
は
地
方
税
制
そ
れ
自
惜
の
改
革
に
つ
い
で
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
地
方
園
鶴
白
牧
入
と
し
て
は
租
税
の
外
に
閣
庫
補
助
金
が

あ
り
地
方
経
費
と
密
接
な
る
闘
係
を
有
し
て
ゐ
る
ロ
経
常
的
の
闘
庫
補
助
金
と
し
て
重
要
な
る
も
の
に
義
務
教
育
費
困
庫
負
捨
金
と



警
察
費
連
帯
支
排
金
と
が
あ
る
。
地
方
税
制
改
革
に
首
り
此
等
の
補
助
金
忙
も
千
を
鯛
れ
る
必
要
が
あ
る
。

教
育
費
は
市
町
村
経
費
の
重
要
注
る
項
目
を
悲
し
、
特
に
町
村
D
経
費
の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
が
尋
常
小
島
ナ
校
教
員
の
俸
給

に
支
出
せ

ιれ
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。
故
に
一
種
白
岡
政
事
務
費
た
る
零
常
小
事
校
教
員
俸
給
費
を
図
庫
よ
り
支
出
す
る
事
は
地
方
財

政
を
改
革
す
る
所
以
で
あ
る
。
等
常
小
間
半
校
教
員
俸
給
を
介
婚
す
る
鋳
め
に
悶
庫
よ
り
市
町
村
に
補
助
し
た
金
額
は
大
正
七
年
に
一

千
高
固
で
あ
っ
て
犬
E
十
二
年
忙
は
四
千
高
闘
と
詮
旬
大
正
十
五
年
に
は
七
千
高
閣
に
増
し
昭
和
三
年
に
は
七
千
五
百
高
園
と
た
り

昭
和
五
年
に
は
八
千
五
百
寓
闘
忙
増
額
せ
ら
れ
今
日
に
及
り
ん
で
ゐ
る
c

葱
に
注
目
す
べ
き
は
根
擁
法
た
る
市
町
村
義
務
教
育
費
閥
庫

負
措
法
(
大
正
十
二
年
三
月
法
律
第
二
十
銃
)
の
内
容
で
あ
る
。
同
法
は
園
庫
支
出
金
分
配
の
原
則
を
市
町
村
立
等
常
小
事
校
白
教
員
数
と

市
町
村
の
就
皐
児
童
数
と
に
よ
る
事
と
し
て
ゐ
る
が
、
財
政
困
難
の
市
及
び
町
村
に
封
し
て
は
特
に
分
配
歩
合
を
大
に
し
て
ゐ
る
。

か
く
て
此
の
園
庫
支
出
金
は
尋
常
小
間
中
校
教
員
俸
給
に
按
分
し
て
分
配
す
る
以
外
K
市
町
村
の
財
政
困
難
の
程
度
に
臆
じ
て
分
配
せ

ら
れ
る
白
?
あ
る
か
ら
、
準
財
政
補
給
金
の
性
質
を
帯
び
て
ゐ
る
。
然
る
に
今
岡
新
た
に
義
務
教
育
費
園
庫
負
措
法
を
制
定
し
一
一
騎

に
つ
い
て
改
革
を
試
み
ん
と
し
て
ゐ
る
。
第
一
一
知
は
小
事
校
教
員
俸
給
を
従
来
市
町
村
が
支
出
し
て
ゐ
た
の
を
道
府
牒
白
支
排
に
す

る
事
で
あ
る
。
第
二
は
従
来
八
千
五
百
高
固
と
云
ム
定
額
を
支
出
し
て
ゐ
た
の
を
小
事
校
教
員
俸
給
の
半
額
と
云
ム
定
率
に
改
め
ん

I
E

し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
閥
連
し
義
務
教
育
費
問
庫
負
婚
金
よ
り
従
来
白
準
財
政
補
給
金
の
性
質
を
と
り
除
昔
専
ら
教
育
補
助
金
と
せ

ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
改
正
は
俸
給
不
排
問
題
と
か
教
員
待
遇
改
善
問
題
と
か
の
立
揚
か
ら
支
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
同
時
に
六

大
都
市
が
堅
持
す
る
普
通
教
育
第
一
主
義
白
現
械
か
ら
反
封
意
見
が
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
向
、
昭
和
十
五
年
度
白
文
部
省
自
歳
出

経
常
部
抽
出
算
に
は
小
曲
学
校
教
員
俸
給
分
捲
金
と
し
て
九
二
、
四
六
一
二
ハ
三
一
圃
を
計
上
し
て
ゐ
る
。

地
方
揖
制
の
改
革
を
論
ず

第
五
十
巻

五

第=一蹴

四
プb
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方
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十
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部
三
説

五
O 

警
察
費
は
道
府
燃
粧
費
の
草
嬰
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
本
来
警
察
費
は
岡
政
事
務
費
心
性
質
の
護
厚
在
る
も
の

で
あ
る
か
ら
道
府
腕
は
閥
席
よ
り
補
助
金
と
し
で
警
察
費
連
帯
支
緋
金
を
受
け
て
ゐ
る
。

E
の
制
『
皮
は
明
治
十
凶
年
二
月
末
政
官
布

告
で
定
め
ら
れ
明
治
一
十
一
年
八
月
の
勅
令
で
改
正
せ
ら
れ
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。
帥
ち
警
察
究
及
警
察
蹄
舎
建
築
修
持
費
に
射
す

る
闘
庫

F
渡
金
の
割
合
は
東
京
怖
は
其
の
総
額
の
十
分
の
六
、
大
阪
府
は
十
分
白
三
宇
と
し
共
他
の
府
牒
は
六
分
の
一
と
な
っ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
今
岡
の
改
E
築
は
東
京
府
大
阪
府
は
現
在
白
ま
ミ
と
し
共
他
の
道
府
燃
に
針
す
る
警
察
契
連
帯
支
解
金
を
十
分
の
三

半
に
引
上
げ
た
の
で
あ
る

3

印
ち
、
東
京
府
に
十
分
の
六
共
他
の
道
府
燃
は
十
分
自
三
一
半
と
友
石
諜
で
あ
る
。
昭
和
十
五
年
度
の
内

務
省
の
歳
出
経
常
部
議
算
に
は
警
察
費
連
帯
支
排
金
主
前
年
度
よ
り
二
一
、
四
三
七
、
二
四
九
闘
増
翻
し
て
三
八
、
二

O
二
、
四
八
七
闘

計
上
し
た
の
で
あ
る
。l第

八.

徐

抗

日間

昭
和
十
四
年
度
の
地
方
財
政
収
入
を
見
る
に
、
地
方
税
の
総
額
は
じ
億
三
千
七
百
高
困
に
上
り
共
の
外
に
臨
時
地
方
財
政
愉
給
金

が
一
億
四
千
八
百
寓
闘
を
示
し
で
ゐ
る
。
地
方
税
八
割
コ
一
分
に
封
し
財
政
補
助
金
が
一
一
制
七
分
自
比
率
で
あ
る
。
之
に
封
し
改
革
後

の
平
年
度
牧
入
は
猫
立
税
附
加
税
が
五
億
三
千
七
百
高
閲
分
輿
税
が
四
億
四
千
三
百
高
闘
と
な
り
五
割
五
分
割
四
割
五
分
の
比
率
と

在
る
。
直
接
課
税
形
態
の
潤
立
税
附
加
税
の
比
率
が
後
退
し
間
接
課
税
形
態
の
分
興
税
の
比
率
が
増
加
し
て
ゐ
る
事
は
、
今
岡
白
地

方
税
制
改
革
白
思
想
P
最
も
有
力
に
語
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

今
岡
の
改
革
案
は
地
方
財
政
の
全
般
に
及
ん
で
ゐ
る
。
思
ふ
に
地
方
枕
は
問
問
枕
以
上
に
計
叢
と
賓
際
と
の
食
ひ
遠
ふ
も
の
で
あ
っ



て
、
如
何
に
立
誠
な
計
書
を
立
で

L
も
一
高
二
干
の
道
的
脇
市
町
村
に
満
足
を
興
へ
る
事
は
出
来
泣
い
の
で
あ
る
司
改
革
案
の
中
心

思
畑
山
の
盛
ら
れ
て
ゐ
る
地
方
税
法
地
方
分
興
税
訟
に
は
原
則
的
に
は
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
共

ω賞
施
の
結
果
を
晴
嵐
見
し
て
修

正
吉
加
ふ
る
黙
の
少
く
た
い
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
岡
枕
改
革
案
に
封
す
る
以
上
の
慌
更
さ
を
以
て
地
方
-
枕
改
革
案
を
吟
味

し
以
て
立
案
者
の
迎
想
に
現
寅
性
を
も
た
し
た
き
も
の
で
あ
る
。

地
租
及
偉
業
牧
佐
治
を
地
方
に
委
譲
す
る
問
題
と
義
務
教
育
費
の
全
額
を
凶
庫
が
負
婚
す
る
問
題
在
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
問

題
と
は
旧
四
位
地
方
同
怖
に
油
や
る
懸
案
で
あ
っ
た
。
今
や
家
屋
昨
慨
を
陶
枕
に
移
す
と
共
に
地
方
分
興
税
分
興
金
制
度
主
確
立
し
日
つ
小

車
中
校
教
員
俸
給
を
道
府
腕
支
緋
と
し
義
務
教
育
品
質
闘
庫
負
権
金
の
支
同
空
定
率
と
す
る
事
に
よ
っ
て
此
等
の
諸
問
題
を
解
決
し
た
の

で
あ
る
。
更
に
雑
極
枕
の
整
制
、
戸
数
割
の
廃
止
の
如
雪
地
方
税
調
特
の
問
題
は
、
地
方
樹
立
枕
制
の
確
立
特
に
市
町
村
氏
枕
の
探

旧
に
土
つ
で
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
目
的
税
の
整
備
は
地
方
税
制
に
新
生
聞
を
ふ
き
と
む
も
の
で
あ
る
。
然
し
此
等
の
諸
問
題

が
地
方
制
皮
と
棺
接
た
る
闘
係
を
有
す
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
由
。
只
今
審
議
中
の
地
方
制
度
改
革
問
題
も
地
方
財
政
に
附
す
る
限

り
に
於
て
は
地
方
税
制
改
革
に
よ
り
一
定
の
方
向
を
興
へ
ら
れ
た
露
で
あ
る
。

裂
す
る
忙
地
方
税
制
の
改
革
は
決
し
て
そ
れ
の
み
を
切
り
離
し
て
考
ふ
べ
き
で
友
く
、
地
方
制
度
の
改
革
、
地
方
財
政
の
改
革
、

同
日
夜
税
制
の
改
革
の
重
要
注
る
市
門
を
在
す
も
の
と
し
て
之
を
批
判
す
べ
き
で
あ
る
c

ぎ恒

地
方
酷
制
円
改
革
を
論
ず

第
五
寸
巻

士二

第

量定

三五




